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こんな工夫が必要となります・・・　　～例えば･･･～
　
工夫１　自動車交通の抑制／歩いて楽しい歩行空間の創出

　・どこで，どのように自動車を抑制するのか？（幹線道路，細街路）

　・対象とする自動車は？（地区内に用事がある自動車も抑制するのか？）

工夫２　公共交通の魅力向上

工夫３　タクシーへの対応（乗降，客待ち）

工夫４　荷さばき車両の取扱い

工夫５　自転車マナー向上（放置自転車，走行マナー）

工夫６　駐車場事業との調整
～もっとあるかもしれませんが・・・～

　
まち全体のあり方を考えて，
世界に誇れる都心地区を作っていきませんか？
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どうしますか？
　 このままではいけない。

まちの将来像を一緒に議論していきましょう！
地元の皆さんと行政が緊密に連携。

みんなが納得できるルール作りが必要。

取組推進のためには，関係者の合意形成が必要！
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